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【
期
間
】
12
月
10
日
～
12
月
16
日

　

拉
致
問
題
そ
の
他
北
朝
鮮
当
局
に

よ
る
人
権
侵
害
に
対
す
る
認
識
を
深

め
ま
し
ょ
う
。

【
拉
致
問
題
対
策
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
】

https://www.rachi.go.jp/

【
法
務
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
】

h
t
t
p
s
:
/
/
w
w
w
.
m
o
j
.
g
o
.
j
p
/

JINKEN/jinken103.html

せ
た
な
警
察
署　

警
備
係

☎
82-

６
１
１
０

　

冬
季
の
風
浪
に
よ
り
、
沿
岸
で
木

造
船
な
ど
の
不
審
な
漂
流
・
漂
着
物

が
発
見
さ
れ
る
傾
向
に
あ
り
ま
す
。

　

海
上
や
海
岸
で
不
審
な
漂
流
・
漂

着
物
を
発
見
し
た
場
合
、
不
用
意
に

近
づ
か
ず
、
海
上
保
安
庁
へ
通
報
し

て
く
だ
さ
い
。

海
の
も
し
も
は
、「
１
１
８
番
」

瀬
棚
海
上
保
安
署

☎
０
１
３
７-

87-

２
６
３
４

　

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
確
定
申

告
書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
」
か
ら
、
ス

マ
ホ
や
パ
ソ
コ
ン
で
所
得
税
な
ど
の

申
告
書
を
作
成
し
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
を
使
用
し
て
オ
ン
ラ
イ
ン
で

提
出
が
で
き
ま
す
。

　

マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
連
携
を
利
用
す

る
と
、
給
与
、
年
金
、
医
療
費
、
ふ

る
さ
と
納
税
な
ど
の
デ
ー
タ
を
申
告

書
の
該
当
項
目
へ
自
動
入
力
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。（
注

：

給
与
の
デ
ー

タ
は
、
事
業
主
の
方
が
、
オ
ン
ラ
イ

ン
で
源
泉
徴
収
票
を
提
出
し
て
い
る

こ
と
等
の
要
件
が
あ
り
ま
す
。）

※
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
読
取
対
応

の
ス
マ
ホ
（
又
は
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
リ
ー

ダ
ラ
イ
タ
）
が
必
要
で
す
。
マ
イ
ナ

ポ
ー
タ
ル
連
携
の
御
利
用
に
は
、
事

前
準
備
が
必
要
で
す
。

※
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
及
び
電
子

証
明
書
の
有
効
期
限
に
ご
注
意
く
だ

さ
い
。
有
効
期
限
や
更
新
手
続
等
の

詳
細
は
デ
ジ
タ
ル
庁
公
式
ｎ
ｏ
ｔ
ｅ

を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　

詳
し
く
は
、
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

八
雲
税
務
署

☎
０
１
３
７-

63-

２
１
４
８

　

令
和
８
年
１
月
５
日
（
月
）
か
ら

令
和
８
年
２
月
13
日
（
金
）
ま
で
の

期
間
に
、
税
務
署
で
確
定
申
告
の
ご

相
談
を
希
望
さ
れ
る
場
合
、
確
定
申

告
会
場
は
開
設
さ
れ
て
お
り
ま
せ
ん

の
で
、
対
応
で
き
る
人
数
に
限
り
が

あ
り
ま
す
。

　

税
務
署
窓
口
で
の
相
談
を
希
望
さ

れ
る
方
は
、
事
前
予
約
が
必
要
と
な

り
ま
す
の
で
、ご
注
意
く
だ
さ
い（
事

前
予
約
を
し
て
い
な
い
方
の
申
告
相

談
は
、
原
則
と
し
て
受
付
け
て
お
り

ま
せ
ん
）。 

　

な
お
、
事
前
予
約
は
、
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ

に
よ
る
オ
ン
ラ
イ
ン
事
前
予
約
又
は

電
話
に
て
お
受
け
し
ま
す
が
、
電
話

で
の
お
問
い
合
わ
せ
が
多
く
な
る
時

期
で
す
の
で
、
是
非
、
オ
ン
ラ
イ
ン

事
前
予
約
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
（
オ

ン
ラ
イ
ン
事
前
予
約
は
、
令
和
７
年

12
月
下
旬
に
開
始
予
定
）。

　

ま
た
、
確
定
申
告
会
場
の
開
設
期

間
や
相
談
受
付
時
間
に
つ
い
て
は
、

決
定
次
第
お
知
ら
せ
い
た
し
ま
す
。

八
雲
税
務
署

☎
０
１
３
７-

63-

２
１
４
８

問
合
せ

問
合
せ

問
合
せ

問
合
せ

■今年も残すところ、あと１か月と
なりました。皆様にとって2025年は
どのような年だったでしょうか？私
は初めて北海道へ移り住み、たくさ
ん勉強させていただいた１年でした。
■さて、昨今、高齢者の消費者被害
件数の伸びが顕著です。消費者庁の
データによると65歳以上の消費者被
害相談件数は10年前と比べて２倍近
くになっています。
■高齢者の消費者被害の特徴とし
て、家族と疎遠になっていたり、支
援者がいなかったりすることで、被
害が表面化しにくいことがあげられ
ます。では周囲の方々が当人の消費
者被害に気づくためには、どのよう
な点に着目すべきでしょうか。
■まず、高齢者に多い訪問販売、訪
問購入の事案では、ご本人の様子や

生活の変化に着目すべきです。たと
えば、見慣れない車が家の前に止
まっている、見知らぬ人と一緒に出
掛けている、お金に困った様子が見
受けられる等が被害の兆候と考えら
れます。また電話勧誘系の事案では、
長時間かつ頻繁に電話がかかってく
る、電話が切れず困った様子である、
部屋の中に見知らぬ契約書や段ボー
ルがたくさんあるといった点が着目
すべきポイントです。
■消費者被害を防ぐためには、以上
のような点に着目いただき、速やか
に対応することが大切です。被害に
あった場合の対応方法としては、クー
リングオフが考えられます。クーリン
グオフとは、訪問販売や電話勧誘販
売であれば８日間、マルチ商法等で
あれば10日間、無条件で一方的に契
約解除をすることができる制度のこ
とです。クーリングオフをするため
にどのような書面を送るべきかにつ
いては、弁護士にご相談いただけれ

ば、アドバイスすることができます。
■今回は、高齢者の消費者被害につ
いてお話しいたしました。気づきの
ポイントを見ていただき、皆様の周
囲に消費者被害を受けておられるよ
うな兆候がある場合、ぜひとも弁護
士への相談をご検討ください。
■今年も八雲通信をお読みいただ
き、ありがとうございました。来年
も皆様に身近な法律問題について取
り上げていく予定です。どうぞよろ
しくお願いいたします。
■さて当事務所では、みなさまから
の広く法律相談を承っております。
一定の資力要件を充たす方であれ
ば、３回まで無料の法律相談を承る
こともできます。お気軽にご相談く
ださい。相談予約のお電話は、「法
テラス八雲法律事務所（☎050-
3383-8366）」までお寄せください。

法テラス八雲法律事務所　
         弁護士　小松真優

法テラス八雲通信法テラス八雲通信
おや？と思ったら気づきのポイントおや？と思ったら気づきのポイント
～高齢者の消費者被害について～～高齢者の消費者被害について～

1212
2025
DECEMBER

近
づ
か
ず
、
す
ぐ
通
報
を
！

「
必
ず
取
り
戻
す
」
北
朝
鮮
人
権

侵
害
問
題
啓
発
週
間
に
つ
い
て

所
得
税
な
ど
の
申
告
は
、
ｅ-

Ｔ

ａ
ｘ
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

確
定
申
告
に
関
す
る
ご
相
談
に
つ

い
て

午前８時30分から午後５時15分までです。
電話連絡による予約をお願いします。
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日本一の「今金男爵」日本一の「今金男爵」
　　　　を守ろう　　　　を守ろう！！！！

ジャガイモシストセンチュウの ジャガイモシストセンチュウの 
拡散防止には町民の皆様のご理拡散防止には町民の皆様のご理
解とご協力が必要です。解とご協力が必要です。

今金町農業協同組合今金町農業協同組合
今金町農林振興課今金町農林振興課

 ～口座振替に関するお知らせ～

　町税【町・道民税、固定資
産税、国民健康保険税、軽自
動車税（種別割）】及び公営住
宅使用料の各税（料）の新規
引落や婚姻等による改姓、納
税者の死亡等により振替口座
が変更となる場合または、納
付方法を変更したい場合は、
毎月15日までに税務住民課課
税収納グループまたは町内の
各金融機関にてお手続きをお
願いいたします。

（ゆうちょ銀行の口座振替は、
直接郵便局にてお手続きをお
願いいたします。）
※ゆうちょ銀行は、手続き完
了まで時間を要すため、各期

（月）の納期限の１ヶ月半前ま
でに郵便局にてお手続きをお
願いいたします。

目指せ車いす目指せ車いす！！目指せ車いす！
リングプル回収事業

○ 現在ストック量…450㎏

　 車いす交換まであと300㎏

今金町社会福祉協議会

※750㎏で車いす一台と交換できます

■令和７年度現在8338件8,103万1,500円

※詳しくは、まちづくり推進課まちひ
と交流グループ又はホームページへ

ゆかりの方にＰＲください～ふるさと納税～ゆかりの方にＰＲください～ふるさと納税～
たくさんの期待や思いをお待ちし
ております。皆さんのお知り合い
に、是非、ご紹介ください。

10月末現在の情報です。

求人・求職募集中!!

農林振興課では農林業における
求人・求職を募集しております。
今金町農林振興課無料職業紹介所
（グリーンサポートセンター）

閉庁日の死亡届に伴う火葬許可証の交付時間は、
届出をする日の前日又は、当日の２時間前に役場へ

令和７年度自衛官等採用案内令和７年度自衛官等採用案内

【問合せ】自衛隊函館地方協力本部今金地域事務所　☎0137-82-0258

採用種目 資格 受付期間 試験期日

自衛官候補生

18歳以上33歳未
満の者（32歳の
者は、採用予定
月の末日現在、
33歳に達してい
ない者）

通年
受付時又は各自衛隊地方
協力本部のＨＰにてお知
らせします。

陸上自衛隊
高等工科学校生徒

男子で中卒（見
込含）17歳未満
の者

10月１日
～

令和８年
１月15日

○１次試験
令和８年１月24日・25日
○２次試験
令和８年２月12日～ 15日
※いずれか１日

　個人番号カード管理システム等の運用の停止に伴い、年末年始の
マイナンバーカード等に関する手続きにつきまして、下記の停止日
は対応できませんので、ご理解とご協力をお願いします。

【問合せ】税務住民課　戸籍年金グループ　☎82-0111

年末年始における年末年始における
　　　　マイナンバーカードマイナンバーカードに関する手続きについてに関する手続きについて

●運 用 停 止 日：令和７年12月29日（月）～ 30日（火）
●運用停止の業務：�マイナンバーカードの申請、交付、更新、
　　　　　　　　　記載変更
　なお、手続きを希望される方は、お早めに来庁ください。

無戸籍相談窓口のご案内

　何らかの理由で、出生届を出していないことにより、
無戸籍となっている方（その保護者の方）を対象に、
必要な手続のご案内・ご相談を受けております。
　１人で悩まずに、下記までお問い合せください。

【問合せ】税務住民課　戸籍年金グループ　☎82-0111
　　　   函館地方法務局戸籍課　☎0138-23-9526 　   

水資源保全地域内の土地取引行為には事前届出が必要です

　北海道では、豊かな水資源の恵みを将来の世代
においても享受できるよう、全国に先がけて「北
海道水資源の保全に関する条例」を制定していま
す。条例に基づき指定された水資源保全地域で土地
取引を行う場合は、契約締結の３ヵ月前までに、そ
の土地を所管する総合振興局・振興局などに届出
が必要です。

詳細はこちら

【問合せ】北海道総合政策部計画局土地水対策課水資源保全係
☎011-204-5178


